
処方・調剤・
保険請求の

Q 医陥示問 分 割 調 剤 に つ い て は 平成

30年4月から新たな処方筆様式を使用するとと

になりましたが，処方筆を取り扱う際に注意すべきことは

ありますか。また，新様式に対応できていない保険医療機

関の場合はどうすればよいのでしょうか。 (匿名希望)

A 分害割叩リ

I枚の別紙)は，分割調剤のI回日から当該処方

筆による調剤が完了するまで別々にせず，最後まですべ

てセッ トとして取り扱うことが必要です。ただし平成

30年9月30日までの聞は，旧様式(通常の処方議)による

対応が可能とされています。

現在，分割調剤を実施するケースとしては， ①長期投

薬(14日分超)に係る処方謹を，処方薬の長期保存が困

難などの理由により分割調剤する場合②処方議に記載さ

れた先発医薬品を初めて後発医薬品に変更する|擦に，患

者の希望により後発医薬品の試用を目的として分割調剤

する場合①患者の病状は安定しているものの服薬管理が

難しい患者について，処方医の指示により分割調剤する

場合があります。

しかし分割調剤の取り扱いについては，事務上の手

続きが必ずしも明確でない部分があることや，分割調剤

を想定した処方筆様式となっていないことなどを考慮し

て，処方医の指示による分割調剤(①)については，平成

30年4月から分割調剤に係る新たな処方筆様式が一追加さ

れています。当該様式を使用する場合は，分割調斉IJの回

数に応じた複数枚の処方筆用紙およびl枚の別紙が「セッ

トJで患者に交付されることになります。

ただし，これらは法令上あくまでも I枚の処方謹とし

て取り扱われます。そのため，分割調剤の1回目から最

後まで，すなわち当該処方筆の調剤が完了するまでの聞

は，それら用紙を別々に保管したり一部が紛失・破棄さ

れたりしないよう注意が必要です (表1)。
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表1 分割調剤時の処方筆(別紙を含む)の取り扱い

問6 分割指示に係る処方主主について， 何回目の分割調剤であ

るかにかかわらず，別紙を含む全ての処方主主が拠出されない

場合は，処方築を受け付けられないという理解でよいか。

(谷)賞見のとおり 。

※「疑義解釈資料の送付について (その1)J (平成30年3月初日 厚生労働省保険

局医療諜事務述給)別i需4

保険薬局において医r.mの分割指示に係る処方筆を受け

付けた|捺， もし用紙が1つにまとめられていなかった場

合はステープルなどでlつにとじておきましょう 。そし

て保険薬局では，分割調剤の都度，該当する処方謹用紙

を取り外したりせずに，当該処方造用紙および別紙に必

要事項を記載したうえで，次回以降の分割調斉IJを受ける

ことができるよう患者に返却します。

また，医師の指示による分割調斉IJについては，継続的

な薬学的管理および指導のため，分割調斉IJの1回目から

当該処方筆の調斉IJが完了するまで同ーの保険薬局を利用

してもらうことが重要で、あることから，処方筆の受付前

に，患者にその旨を説明し，理解を得ることが必要です

(表2)。

なお，平成30年9月30日までの聞は「従前の例による

ことができる」とされていますので (表3)，まだ新様式に

対応できていない保険医療機関の場合には，当該経過措

置期間は旧様式(すなわち，従来の処方筆様式)を用いて

指示することで差し支えありません。

Q 医酌師鵬の指杭示剥杭lに凶乙よ品刷抑る紛淵分儲割調附

割回数で除した点数を算定する乙とになつてい

ますが，小数点以下の端数部分については，どのように

取り扱えばよいのでしょうか。 (匿名希望)



表2 分割調剤にあたっての患者への説明

区分00 調剤基本料

(14) I注9Jに係る分割調剤を行う場合には，保険業局の保険薬剤師は，以下を実施する。

ア 分割指示に係る処方袋の交付を受けた患者に対して， 処方婆受付前に，継続的な薬学的管理及

び指導のため.当該処方婆の1回目の調剤から全ての調剤が完了するまで，同ーの保険薬局に処方

筆を持参するべきである旨を説明する。

イ 忠者に対し，次回の自局への処方袋持参の意向の有無及び予定時期を硲認するとともに，予定

時期に患者が来局しない場合は，必要に応じ，電話等で)I!X薬状況を確認し来局を促す。

ウ また，患者から次回は別の保険薬局に処方築を持参する旨の申し/1¥があった場合は，患者の了

解を得た上で，次回の円滑な薬剤交付に資するよ う，調剤後遅滞なく ，患者が次回処方主主を持参

しようとする保険薬局に対し，調斉1Iの状況とともに必要な情報をあらかじめ提供する。

※「診療報酬の勿定方法の一部改正にI'i'う実施上の留意事項についてJ(平成30"1'-3月5日. I早 ~I'.労働省保険局医療謀長通知1 ) 別添3

表3 旧様式の処方筆の取り扱い(経過措置)

第1 一般的事項

I 診療録，歯平l診療録及び処方築(以下「診療録等」という 。)の様式については. I保険医療機関及

び保険医療養担当規則J(昭和32年厚生省令第15号)によるものであること。保険薬局に分割前斉1I

を指示する場合は，様式第二号の二を朋いる(ただし，平成30年9月30日までの聞は，なお従前

の例によるこ とができ る)こと。

※「診療報酬請求書等の記載袈官l等についてJ(昭和51年8)17日。保険発第82号)))11紙2(診療録等の記載上の注意事Jj'[)より

A ~.小州lト減附、敬数点刺以下硝第一4位を刊凹捨阻叫五入μして叩計綿算飢し討
医師カか、ら分割調斉IJを指示された処方筆の点数計

算については，当該処方謹を分割調斉IJしなかったと仮定

した場合の点数を基に，医師から指示された分割回数で

除して得たものをその都度算定します。

表4 分割調剤に係る点数計算

区分00 調剤基本料

その計算時の端数処理の取り扱いについて，平成30年

3月までは「小数点以下の数値については切り捨てる」と

されていま したが，同4月からは「小数点以下第一位を

四捨五入して計算する」ことに見直されています (表4)。

(13) I注9Jに係る分割調剤を行う場合において，調J¥l1基本料及びその加算調剤料及びその加算iltび

に薬学管理科については，当該分割調剤を行う保険薬局が当該処方築において分割調刻を実施しな

い場合に算定する点数をそれぞれ合算し，分割回数で除した点数を当該調剤|時に算定する。当該点

数は， 小数点以下第一位を四捨五入して計算する。

※ 「診療報酬の~)定方法の一部改正に f'toう尖胞 l二の伺意事項についてJ (三1'Ii!i;30"1'3fJ5日 厚生労働省保険防医療謀長通知1)別添3
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